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XXXX年XX月XX日

奨奨励研究　研究計画調書

X 版

審査区分

令和X(20XX)年度

審査区分名審査区分番号

研究課題名

（番号）

研究代表者

氏名

職業

名称

〒
住所

所属研

所属学会等

究機関

又は

勤務先

（漢字等）

（フリガナ）

奨励研究の

管理の委任

000000

整理番号機関番号

部局

歳年齢
（ .4.1現在）20XX
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２ これまでの研究活動及びその成果 ※１頁以内で記述すること。
これまでの研究活動（主要な研究業績や大学院等での研究活動を含む）とその成果の具体的な内容について記述すること。ま

た、研究計画に関連した国際的な取組（国際共同研究の実施歴や海外機関での研究歴等）がある場合には必要に応じてその内容

を含めること。 

なお、過去５年以内に奨励研究の交付を受けて行った研究課題がある場合には、当該研究課題の「交付年度」「課題番号」「研

究課題名」「交付決定額」「研究概要（今回の応募との関連性や相違点等の記述も含む）」について記述すること。（複数課題があ

る場合は、それぞれ記述すること。）

○本留意事項の内容を十分に確認し、研究計画調書の作成時にはこのテキストボックスごと削除すること○

※留意事項：

１．１頁目の留意事項の内容にも引き続き留意して作成すること。 
２．研究業績（論文、著書、産業財産権、招待講演等）は、網羅的に記載するのではなく、本研究

計画の実行可能性を説明する上で、その根拠となる文献等の主要なものを適宜記載すること。 
３．研究業績の記述に当たっては、当該研究業績を同定するに十分な情報を記載すること 

（例として、学術論文の場合は論文名、著者名、掲載誌名、巻号や頁等、発表年（西暦）、

著書の場合はその書誌情報、など）。 
４．論文は、既に掲載されているもの又は掲載が確定しているものに限って記載すること。 

○本留意事項の内容を十分に確認し、研究計画調書の作成時にはこのテキストボックスごと削除すること○
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令和 総計

設備備品費 消耗品費

旅費 人件費・謝金 その他

品名 金額 品名

事項 事項 事項

金額

金額 金額

（金額単位：千円）

金額

研究経費　使用内訳

各経費の必要性・積算根拠、各費目（「設備備品費」、「旅費」又は「人件費・謝金」）が全体の研究経費の９０％を
超える場合及びその他（「消耗品費」、「その他」）の費目で、特に大きな割合を占める経費がある場合における

年度

当該経費の必要性
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人権の保護及び法令等の遵守への対応

　本欄には、本研究を遂行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取扱いの配慮を必要とする

研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など指針・法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている

場合に、どのような対策と措置を講じるのか入力してください。

  例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、生徒のプライバシーに

関わる内容を扱う研究、提供を受けた試料の使用、ヒト遺伝子解析研究、組換えＤＮＡ実験、動物実験など、研究機関内外の

倫理委員会等における承認手続や生徒本人及び保護者の承諾が必要となる調査・研究・実験などが対象となります。
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